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１．趣旨 

 

宇治市では、子育てにやさしいまちづくりを推進するため、子育て世代の就

業場所や住居、コミュニティの場所の確保等につながる空き家等利活用の取

組を行っています。 

本事業では、空き家等の既存の建造物を活用して、子育て世帯をはじめとし

た幅広い世代が地域の交流拠点として地域コミュニティスペースを創生する

取組に対して、宇治市空き家活用促進まちづくり支援補助金交付要項に基づ

き補助金を交付します。 
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２．制度概要 

 

（１）補助の対象となる事業 

 

市内の空き家等をリフォーム、または除却し、以下の利活用を用途とする

事業。 

 

①空き家等をリフォームする場合 

・サロンやカフェなどの交流施設 

・子どもの居場所や学童保育などを行う子育て支援施設 

・地元の食材を活用した食堂施設や販売施設 

・地域の歴史や文化等を学び理解を深めるための施設 

・その他市長が認める地域の活性化に寄与する施設 

 

②空き家等を除却する場合 

・コミュニティガーデン 

・その他市長が認める地域の活性化に寄与する用途 

 

 

（２）補助金の交付額 

 

補助金の交付額は、補助対象経費の総額に２分の１を乗じて得た額とな

ります（１，０００円未満の端数が生じた場合は、その額を切り捨てます。）。 

 

限度額：１００万円 

 

 

（３）補助対象事業の審査 

 

申請のあったものから、審査基準に基づく審査を行い、随時、対象事業を

決定します。審査は書面により行います。 

 

 

（４）申請期間 

 

令和８年５月２５日～令和８年１２月２５日 
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３．補助対象となる物件・事業及び経費等 

 

下記の対象物件に対し、補助対象となる事業を行った場合、補助金を交付しま

す。 

 

（１）補助対象となる物件 

 

次のいずれにも該当するものが対象です。 

①一戸建て・長屋建ての空き家等であること。 

②違反建築物・未登記でない物件であること。 

③登記所有者と現所有者が一致する物件であること。 

④土砂災害警戒区域外に所在する物件であること。 

 

＊原則、１年以上空き家等であるものを補助対象とします。条件に合致す

る空き家等であるかは、所有者の同意が取れた場合、市で確認いたしま

す。   

＊「宇治市空き家と地域の共生応援制度」を活用した空き家等は、現に使

用されていない状態であれば、補助対象とします。 

 

（２）補助対象となる事業 

 

次のいずれにも該当するものが対象です。 

①地域コミュニティスペースを創出するためのリフォーム事業（DIY含む）、

または除却事業。 

②令和９年３月１日までに完了する工事であること。 

③工事の契約日が補助金の交付決定日以降のものであること。 

④他の補助金等を受けて行う工事でないこと。 

 

（３）補助対象となる経費 

 

補助対象となる事業に必要な経費のうち、下記のものを除きます。 

 

①外構工事費用 

②備品等の購入費用 

③その他事業の実施に関連性がないと市長が判断した経費 
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（４）対象事業の条件 

 

対象事業または業種は、次の条件に当てはまるものに限りますので、ご注意く

ださい。 

 

①専ら営利を目的とし、公益性を欠く事業でないこと。 

②政治活動又は宗教活動を目的とする事業でないこと。 

③事業の効果が特定の個人又は申請団体等のみに帰属する事業でないこと。 

④事業の主たる内容を外部に委託する事業でないこと。 

⑤他の補助金を受けた事業でないこと。 

⑥次の各項に定める業種または事業者が行う事業でないもの。 

ア 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法

律第１２２号）に規定する風俗営業及びそれに類似する業種  

イ 貸金業法（昭和５８年法律第３２号）に規定する貸金業  

ウ インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制

等に関する法律（平成１５年法律第８３号）第２条第２号に規定する

インターネット異性紹介事業に関する業種 

エ 特定商取引に関する法律（昭和５１年法律第５７号）で、連鎖販売

取引と規定される業種  

オ 興信所、探偵事務所  

カ 占い、運勢判断に関する業種  

キ 債権の取立て、示談の引受け等に関する業種  

ク ギャンブルに関する業種や事業者  

ケ 結婚相談所、交際紹介業等の業種  

コ 社会問題を起こしている業種や事業者  

サ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第

７７号）第２条第２号に規定する暴力団又は暴力団の構成員であると

認めるに足りる相当の理由のある事業者  

シ 特定商取引に関する法律（昭和５１年法律第５７号）に規定する通

信販売又は訪問販売を行う事業者（特定商取引に関する法律第３０条

に規定する通信販売協会に加入している事業者、及び、会社の概要及

び商品カタログ等を検討し、本市が妥当と判断したものを除く。ただ
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し、通信販売に関する広告を掲載する場合には同法第 11条に規定す

る表示事項はすべて表示すること。）  

ス 法律に定めのない医療類似行為を行う事業者  

セ 各種法令に違反している事業者  

ソ 民事再生法又は会社更生法による再生･更生手続き中で、再生・更

生計画について認可決定されていない事業者  

タ 過去５ヵ年に公的機関・行政機関から悪質な行為などにより、指名

停止を受けた事業者  

チ 行政機関からの行政指導を受け、改善がなされていない事業者 

⑦その他、市長が補助金の交付対象として適当でないと認める事業または

業種でないこと。 

 

 

（５）事業実施期間 

 

補助金の交付決定通知を受けてから令和９年３月３１日までの事業を対

象とします。 

※実績報告の提出までを含めての期日です。 
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４．申請資格 

 

申請者は、下記のいずれも満たすものとします。 

 

（１）物件所有者（購入予定を含む）、または物件賃借者（賃借予定を含む） 

 

（２）宇治市税の滞納がないこと。 

 

（３）１０年間は当該物件において事業を継続するもの。 

 

（４）政治活動及び宗教活動を目的とした団体等でないこと。 

 

（５）暴力団又はその傘下組織ではないこと。 

 

※個人、法人、団体等を問わず、どなたでも申請可能です。 
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５．申請 

 

申請に当たっては、所定の申請書（様式１）に以下の必要書類を添えて、宇

治市住宅課窓口に提出してください。 

 

（申請に関しての注意点） 

〇申請書類提出前に、補助制度の対象となるか必ず事前に確認してください。 

〇申請いただいた事業の中から審査の上、補助事業を選定いたしますので、申

請いただいても補助金が交付されるとは限りません。ご注意ください。 

 

「添付書類 一覧」 

ア 事業実施計画書（様式２） 

   ＊リフォーム事業、または除却事業の内容を記入してください。 

イ 収支予算書（様式３） 

 ウ 物件の概要が分かる書類 

  （位置図、外観の写真など） 

エ 工事の概要が分かる書類 

（見積書、平面図、工事箇所の写真など） 

オ 誓約書兼同意書【申請者】（様式４） 

カ 同意書【所有者】（様式５） 

キ 建物の登記事項証明書（※発行から 3か月以内のもの）、または建物の

賃貸借契約書の写し 

ク （除却事業の場合）土地の登記事項証明書（※発行から 3か月以内のも

の）、または土地の賃貸借契約書の写し 

ケ 事業内容説明書（様式６） 

    ＊リフォーム、または除却後の運営事業の内容を記入してください。 

＊審査基準を踏まえ、地域コミュニティの活性化につながる事業内容

であるかなど明記してください。 

コ 運営事業にかかる収支計画書（様式７） 

サ （交付決定前に着手する場合）宇治市空き家活用まちづくり支援補助金

指令前着手届（様式８） 

シ その他市長が必要と認める書類 
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６．審査 

 

（１）審査基準 

 

 

 

（２）審査方式 

 

宇治市職員からなる宇治市空き家活用促進まちづくり支援事業補助事業

者選定委員会により行います。 

 

 

（３）補助対象の決定について 

 

結果は、交付申請後１か月程度で文書通知します。

事業計画 

審査項目 

地域がかかえる課題を理解し、地域コミュニティの活性化・子育

てにやさしいまちづくりにつながる利活用計画となっているか。 

利活用に伴う改修については、幅広い世代が利用しやすい改修計

画イメージとなっているか。 

事業の実現性 

審査項目 

実施主体における役割分担が明確であり、実現可能な体制となっ

ているか。 

継続して事業が実施できる収支計画となっているか。 

申請時に所有者の利活用に対する意向が確認できているか。 

地域や市民に広く周知する方法が検討されているか。 

活動実績 

審査項目 
申請者に類似の活動実績がある、または、事業を継続するのに有

効な活動実績があるか。 
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７．実績報告 

 

実績報告に当たっては、所定の報告書（様式９）に以下の必要書類を添え

て、宇治市住宅課窓口に提出してください。 

 

ア 事業成績報告書（様式１０） 

イ 収支決算書（様式１１） 

 ウ 事業着手日（契約日等）、工事内容が分かる書類 

         （工事請負契約書の写し、請書の写し 等） 

 エ 事業経費の支払い確認（日付、金額）ができる書類 

         （振込依頼書、または領収書の写し 等） 

    ＊補助対象工事以外の支払いが含まれている場合は、対象経費とそれ

以外が明確となるもの（工事内容ごとの内訳等）。 

 オ 工事内容（改修前・中・後）が分かる写真 

 

 

８．補助金交付の流れ 

 

① 「申請者」 ○補助金の交付申請（応募期限：令和８年１２月２５日） 

↓    

②「宇治市」 ○補助対象の要件の確認（空き家期間、市税の納税状況等） 

〇交付申請書等の審査 

〇事業者の選定 

〇補助金の交付決定通知 

    ↓ 

③「申請者」 ○各種契約の締結 

〇対象事業の実施 （令和９年３月１日までに） 

○補助金の実績報告（令和９年３月３１日までに） 

    ↓ 

④「宇治市」 ○補助金の確定通知 

    ↓ 

⑤「申請者」 ○補助金の交付請求  

↓ 

⑥「宇治市」 ○補助金の交付 
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９．その他 

 

〇申請者は、補助金で整備した施設等について、減価償却資産の耐用年数

等に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号）に規定する耐用年数の

間、適切に管理してください。 

〇１０年間の事業継続状況の確認のために、宇治市から問い合わせ等させ

ていただくことがありますが、ご協力お願いいたします。 

〇用途変更に伴う法令（条例等も含む）を遵守してください。なお、開発

協議や建物の用途変更、福祉施設の開設に必要な手続き等は申請者が責

任を持って行ってください。 

〇補助金の活用の有無を問わず、家屋を改修した場合、資産価値が上がる

ため、これに伴い、家屋にかかる固定資産税・都市計画税の額が上がる

ことがあります。また、改修に伴って用途変更が必要な場合で、住宅か

ら他の用途に変更となる場合、住宅用地に対する課税標準の特例が適用

されなくなるため、土地にかかる固定資産税・都市計画税の額が上がる

ことがあります。 

 

 

１０．提出先・問合せ先 

 

  住  所：〒６１１－８５０１ 宇治市宇治琵琶３３   

  担  当：宇治市 建設部 住宅課 空き家対策係 

  電話番号：０７７４－２１－０４１８（直通） 

 

 

 


